
記入日：令和元年５月７日

※転出（予定）日は必ずご記入ください
転出予定日の14日前から、お手続きできます。 （ ） ー

（ ） ー

東雲町９番１２号

西暦・明・大・昭・平・令
・

年 月 日
西暦・明・大・昭・平・令

・
年 月 日

西暦・明・大・昭・平・令
・

年 月 日
西暦・明・大・昭・平・令

・
年 月 日

西暦・明・大・昭・平・令
・

年 月 日

①この申請書　　（必要事項を記入してください。）

②返信用封筒　　（切手貼付、申請者の宛名宛先を記入したもの）

※個人番号カードまたは住基カードを利用して転出する方は封筒は不要です。

③本人確認書類のコピー(運転免許証、個人番号カードまたは住基カード(顔写真付きのもの)、保険証等）

★個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方へ

０７２５－３３－１１３１（内線　２１６１・２１６２）

6 5 5

泉大津　太郎

泉大津　花子

泉大津　一郎

泉大津　次郎

泉大津　さつき

62 3 1

4 1 2

44

☆転出届に必要なもの

泉大津市東雲町9番12号

0725 33 1131
5678090 1234

泉大津　太郎

主

妻

子

子

子

☑持っている
□持っていない
□紛失した

☑持っている
□持っていない
□紛失した

・転出する人の中に、１人でも個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方がいる場合、そのカードを利用しての
転出となります。紙の転出証明書は発行されません。（カードを紛失している場合や転出してから14日以上経過している
場合は除く。）手続きが完了しましたら、お電話でお伝えしますので、必ず日中に連絡のつくお電話番号をご記入く
ださい。

・郵送による手続きの場合、配達日数と市役所の処理日数が必要です。日数に余裕を持って行ってください。
　（転入手続き時に転出届が到着していない場合、転入届の受付ができなくなります。）

・すでに転出されている方の転出証明書は、転出先の新住所にしかお送りできません。転出予定の方は、現在の
住民登録のある住所にお送りします。

お問い合わせ先　〒595-8686　大阪府泉大津市東雲町９番１２号　泉大津市役所　市民課

・転入届の際には、カードを持っている方全員のカードの提示と、それぞれのカードの4ケタの暗証番号入力が必
要となりますので、必ず事前にご確認ください。

・転入届は、転入した日から14日以内、または転出予定日から30日以内のうち、どちらか早い日付までに行ってく
ださい。（届出期間を経過した場合は、再度転出のお手続きをしていただく場合があります。）

・代理人による申請の場合には委任状もあわせて必要です。その際には代理人自身の本人確認書類のコピー
を同封してください。

㊞

男 女

男 女

男 女

続柄

泉大津　太郎

泉大津　太郎

8 3

7

生年月日

9

47

令  元  年　 ５月　 １４日

住
所

新

旧

転出証明書交付申請書（郵便用）

申請者氏名

日中に連絡のつく
電話番号

新

旧泉大津市　

世
帯
主

申請者住所転出（予定）日

○○県☆☆市△△１丁目２番３号

転
出
す
る
人

（
申
請
者
を
含
め
て
転
出
す
る
方
全
員
の
氏
名

）

性別

3

4

5 男 女

男 女

個人番号カード
または住基カード

氏　　　　　　名

1

2

□持っている
☑持っていない
□紛失した

□持っている
□持っていない
☑紛失した

□持っている
☑持っていない
□紛失した

見本


